
令和８年度
柳津町森林の集積・集約化実証事業
集約化構想策定業務委託
仕様書









令和８年５月


柳津町森林集約化地域協議会
令和８年度柳津町森林の集積・集約化実証事業
集約化構想策定業務委託仕様書

第１章	総	則

（適用）
本仕様書は、柳津町森林集約化地域協議会（以下「発注者」という。）が委託する『令和８年度柳津町森林の集積・集約化実証事業集約化構想策定業務』（以下「本業務」という。）に適用し、受託者（以下「受注者」という。）が実施しなければならない事項を定めたものである。

（目的）
第1条 国土調査が未了であり且つ森林の所有構造が小規模・分散した状態で、森林所有者の不在村化や世代交代により森林の境界が不明瞭となっている柳津町において、森林境界の明確化が喫緊の課題となっている。本業務は、本協議会が主体となり地域の森林における集約化構想を策定することを目的とする。

（関係法令等）
第2条 本業務の実施は、本仕様書のほか委託契約書および下記の法令等に準拠して行うものとする。ただし、委託契約期間内に下記の法令等の改正があった場合には、それに準じて作業を行うものとする。ただし、監督職員の承諾を得た場合、あるいは、指示を受けた場合はこの限りではない。
(1) 森林法（昭和26年6月26日法律第249号）
(2) 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）
(3) 柳津町個人情報の保護に関する法律施行条例（令和5年3月20日条例第1号）
(4) 柳津町財務規則（昭和62年3月20日規則第1号）

(情報セキュリティ等に関する取り決め)
第3条 本業務の遂行にあたっては、受注者は柳津町個人情報の保護に関する法律施行条例を遵守するとともに、個人情報を含む貸与資料の扱いは、次の項目を順守するものとする。
(1) 個人情報等の保管方法
発注者から貸与された個人情報等は、鍵のかかるロッカー等に保管すること。
(2) 個人情報等の受け渡し
個人情報等の受け渡しは、安全かつ確実な方法で行うこと。
(作業計画)
第4条 受注者は、本業務着手前に各工程における作業方法、日程等について、適切な作業計画を立案した業務計画書、着手届、その他発注者の指示する書類を発注者に提出し、発注者の承認を得るものとする。
2　 業務計画書には、次事項を記載するものとする。
(1) 業務概要
(2) 実施方法
(3) 作業進行予定表
(4) 業務組織計画
(5) 打合せ計画
(6) 成果品の内容、部数
(7) 使用する主な図書および基準
(8) 連絡体制（緊急時を含む）
3   受注者は業務計画書の内容を変更する場合は、発注者に変更業務計画書を提出し、発注者の承認を得るものとする。

(管理者等)
第5条 本業務における管理者は、森林総合監理士若しくは森林施業プランナーの資格を有する者とする。

(関係官公署への手続き等)
第6条 受注者は、本業務を遂行するに当たり、関係官公署との手続き等が必要な場合は、発注者と協議の上、その指示を受けて迅速に処理を行うものとする。また、関係官公署に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたときは遅滞なくその旨を発注者に申し出て協議を行い、その指示に従うものとする。

(業務の安全管理)
第7条 受注者は、本業務中交通の妨害となるような行為はもちろん公衆に迷惑を及ぼさないよう次の各項により、作業しなければならない。
(1) 交通および保安に関係のある作業については、あらかじめ所轄官公庁と十分な打ち合わせの上実施すること。
(2) 本業務従事者は常に言動には十分注意し、無益な摩擦や紛争を起こさないこと。
(3) 本業務中に事故が生じた場合は、所要の処置を講ずるとともに事故発生の原因、経過および事故による被害の内容について速やかに発注者に報告すること。


(守秘義務)
第8条 受注者は、本業務の遂行上知り得た個人情報および全ての事項について、本契約期間および契約終了後も第三者に漏洩してはならない。
2　 業務上収集した情報を発注者の許可なく複写および加工してはならない。

(検査)
第9条 本業務の完了後に、速やかに所定の成果品を提出し、管理技術者立会いの上、検査を受けるものとする。
2 　前項に定める検査において、受注者は、検査を実施する者の指示により、検査に必要な作業および検査に必要な資料の提示を行わなければならないものとする。
3  受注者は、第1項の定めにより検査を受けた結果、本仕様書に適合しないものとして修正の指示を受けたときは、速やかに修正し再検査を受けなければならない。

(業務の完了)
第10条 本業務の完了は、別に定める成果品を提出し、検査に合格した時をもって完了とする。

(一括再委託等の禁止)
第11条 受注者は業務の全部を一括して、又は発注者が仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2　受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3  受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又は、請け負わせようとするときは、この限りではない。

(成果品の瑕疵)
第12条 受注者は本業務の終了後において、成果品に不良箇所等が発見された場合には、発注者が必要と認める訂正等の処置を受注者の負担で行うものとする。

(補償)
第13条 業務実施にあたり、受注者が第三者に与えた損害は、受注者の責任において補償するものとする。ただし、その損害が発注者の責に帰する事由による場合においては、その損害の補償に要する経費は発注者が負担するものとする。


[bookmark: _Hlk158800887](履行期限)
第14条 本業務の履行期限は、契約締結日から令和9年1月31日までとする。

(疑義の解決)
第15条 本仕様書において疑義が生じた場合、または明記されていない事項が生じた場合は、発注者と受注者の協議の上、その決定事項に従い業務を遂行するものとする。

第２章	業 務 概 要
(業務概要)
第16条 本業務の概要は、以下のとおりとする。なお、(3)～(5)を総称して森林集約化構想と呼ぶ。
(1) 概況調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
(2) 集約化対象森林区域の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
(3) 集約化対象森林区域における経営管理の方針設定　　　　　　　　　　一式
(4) （3）の方針を踏まえた目標設定 　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
(5) （4）の目標達成に必要な作業路網の整備その他の措置に関する方針   一式
(6) 報告書作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
(7) 図面作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
(8) 打合せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

 (貸与資料)
第17条 本業務に必要な下記の資料は柳津町森林集約化地域協議会の構成団体の一つである柳津町が取得し、受注者に貸与するものとする。
(1) 森林基本図画像データ（TIFF形式）
(2) 森林計画図データ（Shape形式）
(3) 路網データ（林道台帳、林道・作業道位置図  など）
(4) 航空レーザ計測成果データ（微地形表現図、簡易オルソ、林相識別図等）
(5) 令和6年度委託番号6-2森林境界明確化事前調査業務委託成果品一式
(6) その他本業務に必要な資料
2  受注者は、破損・紛失・盗難などの事故が無いように貸与資料を管理・取り扱い、本業務の完了後は、速やかに返却するものとする。




第３章	業 務 内 容
(概況調査)
第18条 本業務を実施するにあたり、受注者は、貸与資料を用い、柳津町第６５林班において未整備の私有林人工林を抽出し、集約化対象森林区域とする。

（集約化対象森林区域の精査）
第19条 概況調査で抽出した集約化対象森林区域を、以下の項目で精査する。なお、精査の内容については現地踏査とし、森林簿からの乖離を確認し、必要であれば森林簿の修正案を作成すること。
(1) 地形勾配状況
(2) 森林作業道からの距離
(3) 収益性ゾーニング小班判定結果状況
(4) 森林資源量
2　標準地調査及び路網調査にあたっては、予め貸与資料における赤色立体図等を用いて路網の起終点候補等を確認した上で１０スポットを設定して踏査を行う。
3　前項のスポット数やスポットとして設定する内容については発注者と協議を行い決定すること。

(集約化対象森林区域における経営管理の方針)
第20条 選定した集約化対象森林区域において、経営管理の方針案を策定する。想定する管理の方針については以下のとおり。
(1) 森林整備施業効率化のために、より規模感の大きい（まとまりのある）施業団地化を図る
(2) 伐期を迎えているため主伐・再造林を行う
(3) 主伐・再造林の見込があるが伐期を迎えていないため搬出間伐を実施する
(4) 条件不利のため保育間伐のみ行い、針広混交林化を図る
(5) 制限林であるため巡視のみ行う

(集約化対象森林区域における経営管理の方針を踏まえた目標設定)
第21条 前条による方針を踏まえ、協議会内で協議を行った上で数量や受け手となる事業体名等を盛り込んだ具体的な目標設定を行う。
2　目標設定において必要な、受け手となる事業体の施業能力及び製材所の受け入れ態勢や能力については、受注者が聞き取りを行うこと。
3　効率や経済性の観点で隣接林分も集約化に含めることが妥当な場合は検討を行うこと。
(目標達成に必要な作業路網の整備その他の措置に関する方針)
第22条 前条の目標設定を踏まえ、以下の方針を決定する。
(1) 路網整備の延長、幅、付属施設に関する事項
(2) 受け手となる事業体へ当該集約化対象森林区域内の所有者の個人情報を提供すること
(3) 境界明確化の状況・所有者不明森林特例活用の有無
(4) 鳥獣被害防止対策の内容
(5) 製材所との協定締結に関すること

（報告書作成）
第23条 前条までの業務の実施内容および打合せ記録簿等を取りまとめ、業務報告書を作成するとともに、次条に示す各種成果品の作成を行う。

（図面作成）
第24条 前条の報告書とともに、集約化対象森林の整備計画図を作成する。

（打合せ）
第25条 業務の遂行のため、着手時1回、中間確認1回、納品時1回の打合せを実施する。

第４章	成 果 品
(成果品)
第26条 本業務の納入成果品は、下表の内容を基本とするが、納品のデータ形式等については発注者との協議に基づき決定するものとする。

(1) 森林集約化構想　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　一式
(2) [bookmark: _Hlk159447823]森林集約化構想に付随する図面 　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一式
(3) 森林簿修正案※該当する場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一式
(4) 集約化対象森林選定基準及び評価表　　　　　　　　　　　　　　　　 一式
(5) 業務報告書                                                       一式

(成果の帰属)
第27条 本業務で使用された資料および成果品等は、すべて発注者に帰属するものとし、発注者の承諾を受けないで複製や他に公表、貸与してはならない。

[bookmark: _GoBack]
(納入場所)
第28条 本業務にかかる成果品の納入場所は、柳津町森林集約化地域協議会の構成団体の一つである、柳津町地域振興課とする。

(その他)
第29条 本仕様書に記載のない事項は、協議の上、決定するものとする。
